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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第59期
第１四半期
累計(会計)期間

第60期
第１四半期
累計(会計)期間

第59期

会計期間

自平成21年
１月１日
至平成21年
３月31日

自平成22年
１月１日
至平成22年
３月31日

自平成21年
１月１日
至平成21年
12月31日

売上高（千円） 2,132,8812,141,4128,955,961

経常利益（千円） 1,285 12,246 276,448

四半期（当期）純利益

（△純損失）（千円）
△23,653 △7,813 20,404

持分法を適用した場合の投資利益

（千円）
－ －     －

資本金（千円） 1,460,8241,465,7841,465,784

発行済株式総数（千株） 7,036 7,056 7,056

純資産額（千円） 3,687,8713,685,5083,716,121

総資産額（千円） 7,104,4386,713,9206,859,059

１株当たり純資産額（円） 521.57 519.81 524.17

１株当たり四半期（当期）純利益金額（△純損失金額）（円） △3.37 △1.11     2.91

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額（円）     －     －     －

１株当たり配当額（円）     －     －     7.00

自己資本比率（％）     51.5     54.4     53.7

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△105,481 67,323 530,450

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△65,642△121,665△196,207

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
111,949△49,776△306,034

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高（千円） 370,730 353,995 458,113

従業員数（人） 302 314 317

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移につ

いては記載しておりません。

　　　　２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

　　　　３．第59期第１四半期累計(会計)期間及び第60期第１四半期累計(会計)期間の潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期純損失であるため記載してお

りません。 また、第59期は潜在株式は存在するものの希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記

載しておりません。

EDINET提出書類

株式会社家族亭(E03191)

四半期報告書

 2/28



２【事業の内容】

  当第１四半期会計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社

における異動もありません。

 

 

３【関係会社の状況】

当第１四半期会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

 

 

４【従業員の状況】

提出会社の状況

 平成22年３月31日現在

従業員数（人） 314(1,927)

　（注）１. 従業員数は就業人員であります。

２. 従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の当第１四半期会計期間の平均雇用人員であります。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

　生産実績に代えて当第１四半期会計期間における店舗の収容能力及び実績を示すと、次のとおりであります。

区分
客席数
（千席）

前年同期比
（％）

構成比
（％）

来店客数
（千人）

前年同期比
（％）

構成比
（％）

席回転数
（回）

前年同期比
（％）

関西地区                        

大阪府 231 112.4 37.2 810 107.0 36.5 3.5 95.1

京都府 33 100.0 5.3 133 92.5 6.0 4.0 92.5

兵庫県 89 120.5 14.4 347 111.3 15.6 3.9 92.4

奈良県 51 100.0 8.3 160 94.2 7.3 3.1 94.2

小計 405 111.2 65.2 1,452 104.9 65.4 3.6 94.3

関東地区                        

東京都 85 94.8 13.7 330 93.3 14.9 3.9 98.4

埼玉県 22 100.0 3.7 67 92.4 3.1 3.0 92.4

千葉県 32 93.6 5.3 71 79.6 3.2 2.2 85.0

神奈川県 35 91.3 5.6 150 96.2 6.8 4.3 105.4

茨城県 3 37.2 0.6 7 34.9 0.3 1.9 93.9

小計 179 91.6 28.9 627 90.4 28.3 3.5 98.8

その他                        

北海道 14 143.4 2.2 50 141.7 2.3 3.6 98.8

静岡県 3 229.1 0.6 17 82.5 0.8 4.9 36.0

愛知県　 12 100.0 2.0 25 93.9 1.1 2.1 93.9

新潟県 6 100.0 1.1 46 109.6 2.1 6.9 109.6

小計 36 120.6 5.9 140 110.9 6.3 3.8 91.9

合計 621 105.1 100.0 2,220 100.7 100.0 3.6 95.7

　（注）１. 客席数は各店舗の客席数を営業日数で換算しております。

２. 客席数と来店客数は直営店のみで記載しております。
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(2）販売実績

　当第１四半期会計期間における販売実績を事業部別及び地域別に示すと、次のとおりであります。

１　事業部別販売実績

区分 売上高（千円） 前年同期比（％）

家族亭事業部 1,423,406 97.4

得得事業部 431,949 110.2

小計 1,855,356 100.1

ＦＣ事業部 286,055 102.3

合計 2,141,412 100.4

　（注）売上高には、消費税等は含まれておりません。

 

　　　　２　地域別販売実績

区分
売上高
（千円）

前年同期比
（％）

構成比
（％）

当四半期末
店舗数
（店）

前年同期比
（増減）
（店）

関西地区               

大阪府 655,876 104.2 35.3 41 2

京都府 97,515 97.7 5.3 6 －

兵庫県 280,343 108.5 15.1 19 3

奈良県 120,135 97.2 6.5 7 －

小計 1,153,870 103.8 62.2 73 5

関東地区               

東京都 330,790 89.6 17.8 17 △2

埼玉県 65,968 99.7 3.6 5 －

千葉県 62,722 90.0 3.4 6 △1

神奈川県 123,431 96.4 6.6 8 △1

茨城県 5,823 37.6 0.3 1 △1

小計 588,736 90.8 31.7 37 △5

その他               

北海道 40,964 130.1 2.2 3 1

静岡県 15,143 192.0 0.8 1 －

愛知県 18,384 90.8 1.0 2 －

新潟県 38,256 113.1 2.1 1 －

小計 112,749 120.6 6.1 7 1

合計 1,855,356 100.1 100.0 117 1

　（注）１. 売上高には、消費税等は含まれておりません。

２. 売上高と店舗数は直営店のみで記載しております。
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２【事業等のリスク】

当第１四半期会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告

書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。　

　

　

３【経営上の重要な契約等】

    　 当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

 

４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　　文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社が判断したものであります。

　

(1）業績の状況

当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、これまで世界経済の深刻な景気悪化の影響から厳しい状況が続い

ておりましたが、世界的不況の影響を受けた急速な景気悪化の底は脱したと考えられ、国内の設備投資や個人消費

の改善の兆しが見受けられるなど、明るい材料も見えてまいりました。

当社が属する外食産業において、引き続き個人消費の低迷や価格競争によるデフレ傾向が加速し厳しい経営環境

下で推移するも、一方では、企業経営の優劣に伴う企業間の業績格差が表れてきました。

このような環境のもと当社は、昨年１月より定めた「既存店昨対売上90％でも利益を出せる管理体制の構築」が

功を奏し、店舗における稼動管理、材料ロスと水道光熱費を削減する体制の維持が順調に推移するとともに、海外に

おける日本食レストラン事業のＦＣ展開や大型法人向けＦＣ加盟店の開発パッケージの準備など、将来の発展に向

けた積極的な事業展開を目指してまいりました。

　　    営業網の整備におきましては、直営事業としては、得得事業部１店舗の新規出店、契約満了により１店舗を閉店し店

舗数は計117店舗となりました。また、ＦＣ事業は、新規加盟契約として、11件締結し、３店舗の新規出店と２店舗の

閉店で、店舗数は103店舗となり、合計店舗数は220店舗となりました。海外事業といたしましては、３月に中国上海

に１号店出店したことにより、海外ＦＣ店舗数は５店舗（シンガポール２店舗、タイ２店舗、中国１店舗）となりま

した。 

　　    以上の営業活動の結果、当第1四半期会計期間の売上高21億４千１百万円（前年同期比0.4％の増加）、営業利益１

千２百万円（前年同期比371.0％の増加）、経常利益は、１千２百万円（前年同期比852.6％の増加）になりました

が、法人税等の計上により当第１四半期純損失は７百万円（前年同期は四半期純損失２千３百万円）となりまし

た。

　

(2) 財政状態の分析

　当第１四半期会計期間末における総資産は、67億１千３百万円となり、前事業年度末に比べ、１億４千５百万円の

減少となりました。これは主に、現金及び預金、のれんが減少したことによるものです。 

　負債総額は、30億２千８百万円となり、前事業年度末に比べ、１億１千４百万円の減少となりました。これは主に、

買掛金及び未払金が減少したことによるものです。 

　また、純資産は、36億８千５百万円となり、前事業年度末に比べ、３千万円の減少となりました。これは主に、利益剰

余金が減少したことによるものです。 
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(3）キャッシュ・フローの状況

　当第１四半期会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前事業年度末に比べ１億４百万

円減少し３億５千３百万円となりました。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

　営業活動により得られた資金は６千７百万円（前年同四半期は１億５百万円の支出）となりました。これは主

に、減価償却費の計上（７千１百万円）等によるものです。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動により使用した資金は１億２千１百万円（前年同四半期は６千５百万円の支出）となりました。これは

主に、関係会社出資金の払込による支出（△５千４百万円）、有形固定資産の取得（△５千８百万円）等によるも

のです。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

　財務活動により使用した資金は４千９百万円（前年同四半期は１億１千１百万円の収入）となりました。これは

主に、短期借入れによる収入（５億円）、短期借入金の返済による支出（△５億４千万円）等によるものです。 

 

(4）事業上及び財務上の対処すべき課題　

  当第１四半期会計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

(5）研究開発活動

  該当事項はありません。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

  当第１四半期会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

 

(2）設備の新設、除却等の計画

1.設備計画の完了

 　前事業年度末(平成21年12月31日）において、計画中であった設備計画のうち、当第１四半期会計期間中に

 完成したものは次のとおりであります。 

事業所名
(所在地)

事業部 設備の内容  完成年月
帳簿価額(千円) 従業員数

(人)建物 その他 合計

得得泉北店

　(堺市南区） 
得得 設備の新設 平成22年１月 30,6637,60838,2712（29）

(注)１. 上記金額には、消費税等が含まれておりません。

　　２. 従業員数欄の（外欄）は、臨時従業員の当第１四半期会計期間の平均雇用人員であります。

 

2.設備の新設等

　　当第１四半期会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設の計画は、次のとおりであります。

事業所名
（所在地） 

事業部 設備の内容

投資予定金額 着手及び完了予定年月
完成後の
増加能力

総額
(千円)

既支払額
(千円)

今後の所
要額
(千円)

着手 完了

溝ノ口三宝庵

(神奈川県川崎市） 
家族亭 店舗の新設 35,723 － 35,723

平成22年

２月

平成22年

４月

客席数50

席

 

　　 （注)１. 上記設備に伴う今後の所要資金35,723千円は自己資金を予定しております。

　　２. 上記金額には、消費税等は含んでおりません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 14,300,000

計 14,300,000

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成22年３月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成22年５月14日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 7,056,200 7,056,200
大阪証券取引所

（ＪＡＳＤＡＱ市場）　

単元株式数は

100株でありま

す。

計 7,056,200 7,056,200 － －

　（注）１.「提出日現在発行数」欄には、平成22年５月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により

発行された株式数は含まれておりません。

　　　　２.　第１四半期会計期間末現在の上場金融商品取引所は、ジャスダック証券取引所であります。なお、ジャスダック証

券取引所は、平成22年４月１日付で大阪証券取引所と合併しておりますので、同日以降の上場金融商品取引所

は、大阪証券取引所であります。
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（２）【新株予約権等の状況】

 　　　　　会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

株主総会の特別決議日（平成18年６月29日）

 
第１四半期会計期間末現在
（平成22年３月31日）

新株予約権の数（個） 280（注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 280,000（注）２

新株予約権の行使時の払込金額（円） 615（注）３

新株予約権の行使期間
平成20年６月30日～

平成23年６月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　　　 690

資本組入額　　　　 345

新株予約権の行使の条件

①新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の行使時に

おいて、当社または当社の関係会社の取締役、監査役ま

たは執行役であることを要する。ただし、任期満了によ

る退任その他正当な理由のある場合は、この限りではな

い。

②新株予約権の割当を受けた者の相続人による新株予約

権の行使は認めない。

③その他の新株予約権の行使条件は、株主総会決議及び取

締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で

締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによ

る。

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するも

のとする。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  － 

　（注）１. 新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株であります。

２. 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただ

し、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数

についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

　調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

　また、発行日後に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社は、合

併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行うことができる。
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３. 新株予約権１個当たりの行使時における払込金額（以下、「払込金額」という。）に発行する新株予約権の

総数に定める新株予約権１個当たりの目的たる株式の数を乗じた金額とする。

払込金額は、新株予約権を発行する日の属する月の前月各日（取引が成立しない日を除く。）におけるジャ

スダック証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値（当日に取引がない場合には、それに先立つ直近日の

終値とする。）のいずれか高い金額とする。

　なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる１

円未満の端数を切り上げるものとする。

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×
１

分割・併合の比率

　また、当社が他社と合併もしくは株式交換を行う場合および当社が会社分割を行う場合、当社は払込金額を

調整することができるものとする。

　

株主総会の特別決議日（平成18年６月29日）

 
第１四半期会計期間末現在
（平成22年３月31日）

新株予約権の数（個） 130（注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 130,000（注）２

新株予約権の行使時の払込金額（円） 615（注）３

新株予約権の行使期間
平成20年６月30日～

平成23年６月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　　　 690

資本組入額　　　　 345

新株予約権の行使の条件

①新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の行使時に

おいて、当社または当社の関係会社の取締役、監査役ま

たは執行役または従業員であることを要する。ただし、

任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある

場合は、この限りではない。

②新株予約権の割当を受けた者の相続人による新株予約

権の行使は認めない。

③その他の新株予約権の行使条件は、株主総会決議及び取

締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で

締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによ

る。

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するも

のとする。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  － 
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　（注）１. 新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株であります。

２. 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただ

し、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数

についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

　また、発行日後に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社は、合

併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行うことができる。

３. 新株予約権１個当たりの行使時における払込金額（以下、「払込金額」という。）に発行する新株予約権の

総数に定める新株予約権１個当たりの目的たる株式の数を乗じた金額とする。

　払込金額は、新株予約権を発行する日の属する月の前月各日（取引が成立しない日を除く。）におけるジャ

スダック証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値（当日に取引がない場合には、それに先立つ直近日の

終値とする。）のいずれか高い金額とする。

　なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる１

円未満の端数を切り上げるものとする。

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×
１

分割・併合の比率

　また、当社が他社と合併もしくは株式交換を行う場合および当社が会社分割を行う場合、当社は払込金額を

調整することができるものとする。

 

（３）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

 

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総数
増減数（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成22年１月１日～

平成22年３月31日 
－ 7,056,200 － 1,465,784 － 1,425,506

 

 

（５）【大株主の状況】

　 　　　　大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しており

　　　　 ません。
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（６）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載する

ことができないことから、直前の基準日（平成21年12月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。 

 

①【発行済株式】

 平成22年３月31日現在　

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

普通株式　　 25,300
－

単元株式数は100株であ

ります。

完全議決権株式（その他） 普通株式  7,030,700 70,307
単元株式数は100株であ

ります。

単元未満株式 普通株式　   　 200 － －

発行済株式総数 7,056,200 － －

総株主の議決権 － 70,307 －

　（注）　「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,200株（議決権12個）含ま

れております。

 

②【自己株式等】

 平成22年３月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合

（％）

株式会社家族亭
大阪市北区茶屋町８

番25号
25,300 － 25,300　　 0.36

計 － 25,300 － 25,300 0.36
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２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成22年
１月

２月 ３月

最高（円） 500 510 510

最低（円） 490 490 490

　（注）　最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。なお、ジャスダック証券取引所は平成

22年４月１日付で大阪証券取引所と合併しております。

 

 

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号。以下「四半期財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前第１四半期累計期間（平成21年１月１日から平成21年３月31日まで）は、改正前の四半期財務諸表等規則に

基づき、当第１四半期会計期間（平成22年１月１日から平成22年３月31日まで）及び当第１四半期累計期間（平成22

年１月１日から平成22年３月31日まで）は、改正後の四半期財務諸表等規則に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第１四半期累計期間（平成21年１月１日から平成21

年３月31日まで）に係る四半期財務諸表並びに当第１四半期会計期間（平成22年１月１日から平成22年３月31日ま

で）及び当第１四半期累計期間（平成22年１月１日から平成22年３月31日まで）に係る四半期財務諸表について、あ

ずさ監査法人による四半期レビューを受けております。 

３．四半期連結財務諸表について

　当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】
（１）【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末
(平成22年３月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成21年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 382,995 479,113

受取手形及び売掛金 458,838 440,262

有価証券 20,000 20,000

商品及び製品 10,995 14,423

原材料及び貯蔵品 120,434 149,960

前払費用 78,142 82,104

繰延税金資産 33,523 33,523

未収入金 101,704 84,571

その他 26,332 36,865

貸倒引当金 △6,368 △6,225

流動資産合計 1,226,597 1,334,598

固定資産

有形固定資産

建物 4,520,175 4,490,072

構築物 115,734 113,482

機械及び装置 150,249 150,249

車両運搬具 3,748 3,748

工具、器具及び備品 747,315 741,429

土地 930,435 930,435

リース資産 20,872 20,872

建設仮勘定 13,791 3,387

減価償却累計額 △3,749,082 △3,681,685

有形固定資産合計 2,753,240 2,771,992

無形固定資産

のれん 260,763 316,641

リース資産 10,516 11,134

その他 19,706 19,395

無形固定資産合計 290,986 347,170

投資その他の資産

投資有価証券 45,766 42,722

長期預金 50,000 50,000

出資金 1,672 1,672

関係会社出資金 54,996 －

繰延税金資産 5,478 6,714

長期貸付金 84,809 87,970

長期前払費用 21,342 21,901

敷金及び保証金 2,167,479 2,164,791

役員に対する保険積立金 － 17,974

その他 15,362 15,362

貸倒引当金 △3,813 △3,813

投資その他の資産合計 2,443,094 2,405,297

固定資産合計 5,487,322 5,524,461

資産合計 6,713,920 6,859,059
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末
(平成22年３月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成21年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 379,023 435,498

短期借入金 80,000 120,000

1年内返済予定の長期借入金 696,854 672,848

1年内償還予定の社債 20,000 20,000

リース債務 6,644 6,644

未払金 307,299 361,914

未払費用 182,030 142,077

未払法人税等 11,237 19,797

預り金 56,598 71,939

未払消費税等 44,931 44,972

その他 1,211 1,749

流動負債合計 1,785,831 1,897,441

固定負債

長期借入金 931,703 931,870

社債 60,000 70,000

リース債務 21,614 23,275

再評価に係る繰延税金負債 67,873 67,873

退職給付引当金 33,732 29,551

役員退職慰労引当金 43,251 41,422

長期預り保証金 83,212 80,072

その他 1,193 1,431

固定負債合計 1,242,580 1,245,496

負債合計 3,028,411 3,142,938

純資産の部

株主資本

資本金 1,465,784 1,465,784

資本剰余金 1,425,506 1,425,506

利益剰余金 1,241,726 1,274,147

自己株式 △13,915 △13,915

株主資本合計 4,119,101 4,151,522

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 10,387 8,579

土地再評価差額金 △474,730 △474,730

評価・換算差額等合計 △464,342 △466,150

新株予約権 30,750 30,750

純資産合計 3,685,508 3,716,121

負債純資産合計 6,713,920 6,859,059
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（２）【四半期損益計算書】
【第１四半期累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期累計期間
(自　平成21年１月１日
　至　平成21年３月31日)

当第１四半期累計期間
(自　平成22年１月１日
　至　平成22年３月31日)

売上高 2,132,881 2,141,412

売上原価 1,865,638 1,840,110

売上総利益 267,243 301,301

販売費及び一般管理費 ※
 264,645

※
 289,066

営業利益 2,598 12,235

営業外収益

受取利息 938 686

不動産賃貸料 17,270 16,998

その他 2,467 1,340

営業外収益合計 20,675 19,026

営業外費用

支払利息 8,665 7,291

不動産賃貸費用 10,439 10,181

その他 2,882 1,542

営業外費用合計 21,987 19,015

経常利益 1,285 12,246

特別損失

固定資産廃棄損 16,558 1,390

固定資産売却損 52 －

店舗閉鎖損失 5,782 －

保険解約損 － 4,173

その他 － 862

特別損失合計 22,392 6,427

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △21,107 5,819

法人税等 2,546 13,632

四半期純損失（△） △23,653 △7,813

EDINET提出書類

株式会社家族亭(E03191)

四半期報告書

18/28



（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第１四半期累計期間
(自　平成21年１月１日
　至　平成21年３月31日)

当第１四半期累計期間
(自　平成22年１月１日
　至　平成22年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

△21,107 5,819

減価償却費 74,479 71,289

のれん償却額 55,877 55,877

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,519 142

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,751 4,181

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,830 1,828

受取利息及び受取配当金 △938 △686

支払利息 8,665 7,291

社債利息 84 204

有形固定資産売却損益（△は益） 52 －

有形固定資産廃棄損 16,558 1,390

売上債権の増減額（△は増加） 1,393 △18,576

たな卸資産の増減額（△は増加） 29,646 32,954

仕入債務の増減額（△は減少） △83,226 △56,475

未払費用の増減額（△は減少） 45,282 40,218

未払金の増減額（△は減少） △73,290 △57,268

未払消費税等の増減額（△は減少） △10,269 △41

その他 △9,337 6,535

小計 40,973 94,687

利息及び配当金の受取額 1,230 900

利息の支払額 △8,615 △7,699

移転補償金の受取額 7,879 －

法人税等の支払額 △146,948 △20,563

営業活動によるキャッシュ・フロー △105,481 67,323

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 － △8,000

有形固定資産の取得による支出 △65,026 △58,271

有形固定資産の売却による収入 500 852

無形固定資産の取得による支出 － △770

関係会社出資金の払込による支出 － △54,996

貸付金の回収による収入 3,902 2,207

敷金及び保証金の差入による支出 △26,983 △14,166

敷金及び保証金の回収による収入 21,965 11,478

投資活動によるキャッシュ・フロー △65,642 △121,665
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（単位：千円）

前第１四半期累計期間
(自　平成21年１月１日
　至　平成21年３月31日)

当第１四半期累計期間
(自　平成22年１月１日
　至　平成22年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 700,000 500,000

短期借入金の返済による支出 △670,000 △540,000

長期借入れによる収入 200,000 200,000

長期借入金の返済による支出 △196,155 △176,161

社債の発行による収入 100,000 －

社債の償還による支出 － △10,000

リース債務の返済による支出 － △1,661

自己株式の取得による支出 △45 －

配当金の支払額 △21,850 △21,954

財務活動によるキャッシュ・フロー 111,949 △49,776

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △59,174 △104,117

現金及び現金同等物の期首残高 429,904 458,113

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 370,730

※
 353,995
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【表示方法の変更】

当第１四半期会計期間
（自　平成22年１月１日
至　平成22年３月31日）

（四半期貸借対照表関係）

　前第１四半期会計期間において、投資その他の資産の「その他」に含めて表示しておりました「長期貸付金」は、資産

総額の100分の10を超えたため、当第１四半期会計期間より区分掲記することとしました。なお、前第１四半期会計期間

の投資その他の資産の「その他」に含まれる「長期貸付金」は54,691千円であります。
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【簡便な会計処理】

 
当第１四半期会計期間
（自　平成22年１月１日
至　平成22年３月31日）

繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方

法

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環

境等、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、

前事業年度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを

利用する方法によっております。 

 

 

【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

 
当第１四半期会計期間
（自　平成22年１月１日
至　平成22年３月31日）

税金費用の計算 税金費用については、当第１四半期会計期間を含む会計年度の税引前当期純

利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期

純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

  なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。
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【注記事項】

（四半期損益計算書関係）

前第１四半期累計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年３月31日）

当第１四半期累計期間
（自　平成22年１月１日
至　平成22年３月31日）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

賃借料 3,083千円

減価償却費 2,340 

のれん償却費 55,877 

役員報酬 17,364 

給与手当及び賞与 84,738 

福利厚生費 12,192 

退職給付費用 338 

役員退職慰労引当金繰入額 1,830 

貸倒引当金繰入額 3,519 
 

賃借料 3,573千円

減価償却費 4,352 

のれん償却費 55,877 

役員報酬 17,464 

給与手当及び賞与 109,379 

福利厚生費 13,772 

退職給付費用 1,007 

役員退職慰労引当金繰入額 1,828 

貸倒引当金繰入額 142 
 

 

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

前第１四半期累計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年３月31日）

当第１四半期累計期間
（自　平成22年１月１日
至　平成22年３月31日）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係

（平成21年３月31日現在） （平成22年３月31日現在）

 （千円）

現金及び預金勘定 391,730

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △21,000

現金及び現金同等物 370,730

　 

 （千円）

現金及び預金勘定 382,995

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △29,000

現金及び現金同等物 353,995
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（株主資本等関係）

　当第１四半期会計期間末（平成22年３月31日）及び当第１四半期累計期間（自　平成22年１月１日　至　平成22年

３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数

　普通株式  7,056千株

　

２．自己株式の種類及び株式数

　普通株式  25千株

 

３．新株予約権等に関する事項

　　　　ストック・オプションとしての新株予約権
　新株予約権の四半期会計期間末残高　 30,750千円

 

４．配当に関する事項

 
 配当金支払額

 
 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年３月30日

定時株主総会
普通株式 24,608 3.5平成21年12月31日平成22年３月31日利益剰余金

 

 

（有価証券関係）

　有価証券及び投資有価証券の四半期貸借対照表計上額の金額は、前事業年度の末日と比較して著しい変動があ

りません。 

 

 

（デリバティブ取引関係）

　デリバティブ取引関係については、前事業年度の末日に比べ著しい変動はありません。

　 

 

（持分法損益等）

該当事項はありません。　

　

 

（ストック・オプション等関係）

前事業年度の記載内容に変動はありません。 
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第１四半期会計期間末
（平成22年３月31日）

前事業年度末
（平成21年12月31日）

１株当たり純資産額 519.81円 １株当たり純資産額 524.17円

  ２．１株当たり四半期純損失金額等

前第１四半期累計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年３月31日）

当第１四半期累計期間
（自　平成22年１月１日
至　平成22年３月31日）

１株当たり四半期純損失金額 3.37円
 

１株当たり四半期純損失金額 1.11円
 

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失

であるため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失

であるため記載しておりません。

 

　（注）１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期累計期間
(自　平成21年１月１日
至　平成21年３月31日)

当第１四半期累計期間
(自　平成22年１月１日
至　平成22年３月31日)

四半期純損失（千円） 23,653 7,813

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純損失（千円） 23,653 7,813

期中平均株式数（千株） 7,011 7,030

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかっ

た潜在株式で、前事業年度末から重要な変動が

あったものの概要

 

－

 
　　　　　　　　　　　　　

 

－

 
　　　　　　　　　　　　　

 

 

（重要な後発事象）

 該当事項はありません。

 

 

（リース取引関係）

　当四半期会計年度におけるリース取引残高は前事業年度末に比べて著しい変動が認められないため、記載してお

りません。 

 

 

２【その他】

　　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
 該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成21年５月14日

株式会社家族亭

取締役会　御中

あずさ監査法人

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 後藤　研了　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 東浦　隆晴　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社家族亭の平

成21年１月１日から平成21年12月31日までの第59期事業年度の第１四半期累計期間（平成21年１月１日から平成21年３月

31日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書

について四半期レビューを行った。この四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四

半期財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社家族亭の平成21年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する

第１四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要

な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。

 

EDINET提出書類

株式会社家族亭(E03191)

四半期報告書

27/28



 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成22年５月13日

株式会社家族亭

取締役会　御中

あずさ監査法人

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 後藤　研了　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 東浦　隆晴　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社家族亭の平

成22年１月１日から平成22年12月31日までの第60期事業年度の第１四半期会計期間（平成22年１月１日から平成22年３月

31日まで）及び第１四半期累計期間（平成22年１月１日から平成22年３月31日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四

半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期財

務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにあ

る。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社家族亭の平成22年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する

第１四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要

な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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